
令和８年度 利益率向上・賃上げ支援事業 のご案内

予告版

○記載内容は全て予定であり、予告なく変更する場合があります。
○募集開始時期は令和８年５月中旬の予定です。
○本事業に関する詳細は、大阪府ホームページにおいて順次公表していきます。

問合せ先：大阪府商工労働部 中小企業支援室経営支援課 経営革新グループ 06-6210-9494

府内中小企業等のみなさまの、

賃上げに向けた取組みを支援します！

支援内容

機械装置・システム構築費、広告宣伝・販売促進費、開発費、
専門家経費、外注費、知的財産権等関連経費、研修費

上限 （補助率2/3）

補助対象経費

対象事業

補助金

業務プロセスの効率化やロスの削減、省力化、新規事業の推進など、
生産性向上や売上拡大等により利益率向上を図る事業

【取組み例】
■システムの導入 → 業務プロセスの改善 → 生産性向上
■機械装置の導入 → 生産能力の拡大 → 売上拡大

申請にあたって

採択された場合は、事業者名等を大阪府HPにて公表します。その他

申請要件

■代表者は以下に示す内容を従業員に宣言書として示し、
申請時に添付する必要があります。
・１年後に給与支給総額を2.0%以上引き上げることを目標とすること
・目標達成に向けて取組みの推進に努めること

■賃上げ状況の確認のため、事業実施期間終了時及び事業終了後
（令和９年末実施予定）に実施するアンケートへの回答に同意する
必要があります。

物価高騰等の厳しい経営環境においても、賃上げ原資を確保することができるよう、
生産性向上や売上拡大などの利益率向上につながる取組みを支援します！

00万円５



✓物価上昇等により増加したコストの適切な価格転嫁に
取り組みたい

✓設備投資、業務プロセスの効率化などを通じて、
利益率向上に取り組みたい

✓展示商談会への出展を通じて、
売上拡大に取り組みたい

✓従業員のスキルアップに取り組みたい

中小企業賃上げ促進支援パッケージのご案内

大阪府は中小企業の賃上げの取組みを支援します

価格転嫁に向けた
専門家伴走支援

補助金

従業員の
スキルアップ支援

設備投資応援融資に係る信用保証料補助

設備投資
支援

利益率向上
支援

展示商談会
への

出展支援

くわしくは、

（検索窓） 賃上げパッケージ 大阪府


